
令和５年度 第１回新潟北警察署協議会議事概要

開催日時 令和５年６月30（金）午後３時30分から午後４時30分まで

開催場所 新潟北警察署講堂

高橋（昌）会長 小池副会長
委 員 渡邉委員 伊藤委員 計７人
（ ）定数７人出 席 者 南 委員 佐藤委員 高橋（博）委員

白井署長 笠原副署長

計９人
警 察

恩田警務課長 森谷会計課長
中川生活安全課長 金子地域課長
瀧澤刑事課長 神林交通係長
白井警備課長

管内の治安情勢

署長から、令和５年５月末現在の管内の治安情勢について、資料に基づき説明があっ
た。

前回の答申事項に対する業務推進状況

署長から、前回の答申事項の取組状況について下記のとおり説明があった。
１ 特殊詐欺防止対策の強化

抑止３本柱対策の推進
「犯人からの電話を受けない対策」
「だまされないための対策]
「だまされたとしても犯人に金を渡さないための対策」

２ 横断歩行者を守る交通事故防止運動
(1)運動期間
令和５年３月１日(水）から３月10日(金）までの間

(2)スローガン
『よーく見て わたろう とまろう 横断歩道』

(3)運動の重点
ア 横断歩行者等の安全確保
イ 道路横断時の安全確認の徹底

諮問

署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。
１ 特殊詐欺被害防止対策の強化

抑止３本柱対策の推進
・犯人からの電話を受けない対策
・だまされないための対策



・だまされたとしたも犯人に金を渡さないための対策
２ 犯罪抑止対策の推進
(1)自転車盗の抑止と検挙
(2)防犯広報の実施

３ 交通事故防止対策の推進
(1)高齢者・歩行者の交通事故防止
(2)夏の交通事故防止運動（令和５年7月22日から7月31日）

答申

質疑の後、新潟北警察署協議会として協議・検討した結果、諮問のとおり推進するよ
う答申した。

意見・要望・質疑等

１ 諮問事項に対する意見等
(1)Ｑ 可搬式速度取締機の話題をテレビ等で見ましたが、新潟北警察管内で取締りは

行われておりますか。
Ａ 警察本部と連携しながら、通学路を中心に取締りを行っています。

(2)Ｑ 交通取締りに関してですが、警察官の姿が無いと禁止場所を曲がったりしてい
る場所がありますがどのような対策がありますか。

Ａ そういう場所を教えていただけば、そちらで取締り等をしていきます。

速度等取締り指針の策定

交通課長から、交通事故実態を踏まえた交通取締りを実施する旨の説明があり、了承
された。

その他

【令和５年度第１回 新潟北警察署協議会開催状況】




